
令和7年度　まちづくり会議からの要望に係る回答一覧

地区

番号

個票

番号
地区名 申出人 件名 要望内容 対応の種類 回答内容 部名 課名 要望の種類

10 1

大久保・泉・

本大久保・新

栄

シティテラス

大久保自治会
街灯の設置

シティテラス習志野大久保ステーションコートの立体駐車場から、大通りに

出る際、特に夜間において、民家の壁が死角となり、急な自転車や人の飛び

出しにより、非常に危険な状態となっている。車両、軽車両のみならず、人

の通行においても有益であるため、街灯の設置を強く要望する。

今年度以降

の予算で対

応・検討

当該交差点は、運転時に大通りへ出る際カーブミラーが暗く歩行者等の確認が難しいことから、防犯

灯の新設に向け、検討してまいります。
協働経済部 防犯安全課

道路の維持管理、改善

等

10 2

大久保・泉・

本大久保・新

栄

さつき町会
防災無線難聴エリア

の解消について

防災無線の難聴エリアの解消について現在、鷺沼台2丁目付近さつき町会の

エリアにおいては他地域の防災無線とハウリングしてほとんど聞こえない状

況となっております。まずは放送の聞こえないエリアの音響調査の上、ス

ピーカーの向きの調整をお願いしたい。改善しない場合は下記項目のご検討

をお願いします。

①市管理の本山公園(鷺沼台2丁目)に新たな防災無線スピーカーの設置（予算

がかかる）

②（①が困難な場合）さつき町内3か所程度に小型の防災無線用のスピー

カーの設置(予算少額であり防災無線難聴地域に拡大応用が可能であり、他の

難聴地域解消のテストケースとなる)

音波の反響の関係でこのようなエリアが多数存在していることはご存じだと

思います。防災無線が聞こえない地域向け他メディアで内容確認できるとの

事ですが問い合わせ先等を名刺サイズにまとめて掲示できるようにしてはい

かがか。

その他

当該場所を含むいくつかの箇所で、複数の子局から音が重なって聞こえ、放送内容が聞き取りにくい場

所があることを認識しております。

これらの難聴地域に対して、スピーカーの角度や向きを調整するなど改善を図っておりますが、雨や風

向き等の気象状況によりすべて解決することは非常に困難となっております。

このため、防災行政無線による放送を行う際は、その放送を電話で聞くことができる防災行政無線テ

レホンサービス（０４７－４５２－１３００）や緊急情報サービス「ならしの」によるメールの配

信、並びに市ホームページへの掲載を同時に行っております。

併せまして、必要に応じLINE、X、Yahoo!防災速報等の多様な伝達方法を用いて、必要な情報を提供し

ております。

この他、自主防災組織へ配布しております、戸別受信機の受信状況についても確認をさせていただきた

いと考えております。

今後も防災行政無線の音声が皆様に聞こえるように努めてまいりますので、御理解、御協力のほどよろ

しくお願いいたします。

なお、ご要望の防災行政無線テレホンサービスの掲示方法につきましては、今後、検討させていただき

ます。

総務部 危機管理課 防災に関する要望

大久保・泉・

本大久保・新

栄

その他

災害時の水・食料など、物資の供給に関し、「セブンイレブン・ジャパン」、「イオン」、「生活協

同組合コープみらい」などと協定を締結していおりますが、ご指摘のとおり、「在庫が無くなること」

や「物資の供給が遅延すること」も想定できます。

災害時の飲料水の確保と供給について、現行、当該井戸は災害などの停電時においても給水場へ地下

水を送ることを目的として設置されております。市域で飲用水として供給できる体制は、給水場から消

毒済の水のみとしており、特定地域の井戸を飲用可能とすることは、適切ではないと考えています。

なお、地域防災計画にもありますとおり、災害発生当初は、病院、応急救護所等の重要施設へ給水を

行うこととなるため、家庭での備蓄について御協力をお願いいたします。

総務部 危機管理課 防災に関する要望

大久保・泉・

本大久保・新

栄

対応不可

当該井戸には、災害などの停電時でも給水場へ地下水を送ることを目的として、自家発電装置が設置さ

れています。この地下水は、応急給水を行う給水場の貴重な水源となります。

また、地下水を飲用可能とするためには、塩素消毒設備や水質検査手数料など多額の費用を要しま

す。その費用は、最終的に水道料金へと転化されることが予測され、水道をご使用いただく全てのお

客様に、ご負担いただくこととなります。そのため、特定地域の井戸を飲用可能とするために、費用

をかけることは適切ではないと考えおり、ご希望には沿えません。

工務部
ガス水道供

給課
防災に関する要望

10 4

大久保・泉・

本大久保・新

栄

さつき町会
防災協定の締結促進

へのインセンティブ

現在、さつき町会及び本一町会、向ヶ丘町会は菜々の湯と非常時の避難所の

確保、水、トイレの利用について防災協定を締結しております。このように

地域住民に善意にて協力していただいている施設に対して市として何らかの

優遇措置(インセンティブ)を実施していただければと思います。例として、

防災協力事業所として表彰する、防災協力事業を広報誌で紹介するなど。各

地区で小規模簡易水道施設を持っている施設、かつRC構造で耐震構造の施設

や飲用水供給が可能な施設について、防災協力事業所として地区自治会と協

定を締結できるよう市にバックアップをして頂きたいです。民間企業との協

定であるため、地域住民との締結は交渉困難だが、市の推奨や後援があれば

可能と考えます。災害時協力してもらえる施設が増加する事になれば市の防

災機能が増強されると思います。

その他

町会・自治会等、及び自主防災組織の防災に関する活動については、これまでも国や県の表彰等、

様々な場面で活動の内容を紹介させていただいております。町会との防災協定を締結している企業や施

設について、協定締結のみでの表彰は難しいと考えますが、市の広報紙やケーブルテレビ等での紹介依

頼等については、地域防災力向上のため、検討してまいります。

なお、町会・自治会等と地域企業との防災協定締結については、危機管理課までご相談ください。

総務部 危機管理課 防災に関する要望

10 5

大久保・泉・

本大久保・新

栄

ウエリス習志

野大久保町会

商店街入口における

横断歩道と歩行者用

信号の設置について

京成大久保駅と商店街の間にある交差点においては、商店街入口の商店街を

横断する方向に横断歩道と歩行者用信号が設置されていない。このため、自

動車用信号が赤でも道路を横断する歩行者、自転車が多数存在し、極めて危

険な状態となっている。ついては、横断歩道と歩行者用信号を設置し、安全

確保につなげてほしい。

他機関へ依

頼

横断歩道、信号機の設置につきましては、千葉県公安委員会の所管となりますことから所轄となる習志

野警察署にご要望をお伝えしたところ「同所は商店街に面しており、多数の歩行者が通行することか

ら、横断歩道と信号を設置した場合、歩行者が歩道から車道へあふれてしまう危険性があることから設

置はできません」との回答をいただいております。本市といたしましても同様であると考えております

ので、現状にて、ご理解のほどよろしくお願いします。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

10 3 さつき町会

防災時の飲料用水の

確保(本大久保1丁目

児童遊園(三角公園)

内)

本大久保1丁目児童遊園(三角公園)内の自家発電付き給水井戸について要望い

たします。災害時に緊急井戸を飲用水供給できるように改良頂きたいと思い

ます。飲用可能かどうかについては、水質検査(51項目試験)を実施すること

が必要であり、塩素添加装置および浄水器で飲用可能となるかを調査頂くこ

とが前提となります。災害時の飲料水に備蓄水では対応不十分であり、危機

管理課の説明ではコンビニエンスストアからの緊急供出されるとあります

が、現実的に考え、すぐに在庫がなくなる事は明白です。この井戸を飲用水

として供給にできることは災害時、非常に大切だと思います。この井戸の管

理は習志野市企業局なので協働にて検討お願いします。

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。） 1
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番号
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10 6

大久保・泉・

本大久保・新

栄

本一町会
側溝の蓋を設置して

欲しい。

大久保1丁目15付近において、マラソン道路の樹木帯の落ち葉が側溝に吹き

溜まってしまうので、側溝の蓋を設置して欲しい。
対応不可

ご要望の箇所については、道路の雨水排水を円滑に処理するために、側溝には蓋を設置しておりませ

ん。現状において著しい破損や危険性はないため、側溝蓋の必要はないものと判断しております。現状

にて、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、側溝の状態を注視し、適宜側溝清掃を実施してまいります。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

10 7

大久保・泉・

本大久保・新

栄

本一町会

園内の桜の大木が根

元にキノコが生えた

り幹にコケが生え、

健康とはいえない状

態のため、樹木医に

よる診断と適切な処

置を要望します。

大久保1丁目児童遊園（三角公園）内、桜の大木の根元にキノコが生え、幹

にはコケが生えており、健康とはいえない状態のため、樹木医による診断と

適切な処置を要望します。キノコは木材腐朽菌ではないかと危惧していま

す。コケが生えている原因も幹が弱っているためではないかとおもわれ、強

風による倒壊を心配しています。特に公園では子どもが多く遊ぶため、倒木

で子どもに事故があってはならないため。

今年度以降

の予算で対

応・検討

公園や緑地の高木につきましては、職員や管理を委託している造園業者において巡視を行い、必要に応

じて樹木医による高木の診断を行うなど未然に倒木被害を防ぐよう努めております。

当該樹木に関しまして、令和7年度に樹木医に診断を依頼し、適切に管理してまいります。

都市環境部 公園緑地課
公園・街路樹の維持管

理、改良等

10 8

大久保・泉・

本大久保・新

栄

本一町会

パッピーバス本大久

保1丁目停留所の位

置を乗車者に合わせ

て欲しい。

現在の位置では、乗車付近が桜の根上がりして、非常にでこぼこしている。

特に高齢者がキャリーバックがを持っているときの乗車が極度に乗車しにく

いため、停留所の位置の変更を要望する。

昨年度予算

で対応

ハッピーバスの「本大久保一丁目」停留所につきまして、安全に乗り降りできるようなバス停の改善を

令和7年3月に実施いたしました。
都市環境部 都市政策課 その他

10 11

大久保・泉・

本大久保・新

栄

さつき町会
道路(名称不明)の整

備計画について

鷺沼台2丁目14番から18番へ続く道路において、近年、JR津田沼駅方面へ通

勤・通学の近道として通行者が多くなって来ております。特に自転車の通行

が多く、一部区間道幅も狭いうえ、道路両端から雑草も生え、車両通行に支

障をきたす場所があります。農道と思われますが、この道路について整備し

一般車両も通行できる様道路計画をお願いします。

その他

お申し出の道路につきましては、建築基準法において隣接する土地所有者がセットバックを行う必要が

ある道路であるため、市で道路拡幅などの整備予定及び計画はありません。現状にて、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。また、現地の状況に注視し、適宜除草を実施してまいります。

都市環境部 道路管理課
道路の維持管理、改善

等

一覧表中の個票番号は受付番号です。（「地区内優先順位」ではありません。） 2


